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に
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衆
議
院
議
員
江
渡
聡
徳
君
提
出
日
本
時
間
二
月
二
十
七
日
午
後
に
南
米
チ
リ
で
発
生
し
た
巨
大
地
震
に
よ
る
津
波
が
日

本
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
政
府
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
日
時
は
、
チ
リ
で
発
生
し
た
地
震
の
た
め
我
が
国
に
津
波
が
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
旨
第
一
報
が
あ
っ
た
の

が
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
七
日
十
六
時
頃
、
我
が
国
に
到
達
す
る
津
波
の
程
度
は
津
波
警
報
の
基
準
に
達
す
る
可
能
性
が

あ
る
旨
報
告
が
あ
っ
た
の
が
同
日
十
八
時
五
十
五
分
頃
、
我
が
国
に
到
達
す
る
津
波
の
高
さ
は
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
三
メ
ー
ト

ル
程
度
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
旨
報
告
が
あ
っ
た
の
が
同
月
二
十
八
日
八
時
十
五
分
頃
で
あ
る
。

内
閣
官
房
と
し
て
は
、
同
月
二
十
七
日
十
九
時
零
分
に
情
報
連
絡
室
を
設
置
し
、
同
月
二
十
八
日
八
時
三
十
分
に
こ
れ
を

官
邸
対
策
室
に
改
組
し
た
上
、
同
日
九
時
三
分
に
緊
急
参
集
チ
ー
ム
の
協
議
を
開
始
し
、
津
波
及
び
津
波
警
報
の
状
況
、
各

府
省
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
と
と
も
に
、
政
府
と
し
て
の
初
動
措
置
に
つ
い
て
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
七
日
十
六
時
過
ぎ
に
早
急
に
地
震

に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
救
助
等
の
措
置
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
は
直
ち
に
対
応
で
き
る
態
勢
を
整
え
る
べ
き
旨
、
同

一



月
二
十
八
日
八
時
三
十
分
に
津
波
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
住
民
の
避
難
及
び
被
害
を
最
小
限
と
す
る
た
め
の
準
備
に
万

全
を
期
す
べ
き
旨
、
同
日
十
三
時
十
五
分
に
重
ね
て
特
に
住
民
の
避
難
に
万
全
を
期
す
べ
き
旨
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

緊
急
参
集
チ
ー
ム
と
し
て
は
、
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
第
二
回
の
指
示
を
踏
ま
え
、
津
波
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
の
収
集

・
分
析
を
行
い
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
活
用
し
、
国
民
へ
の
情
報
提
供
を
適
切
に
行
う
こ
と
、
関
係
機
関
・
地
方
公
共
団
体
と

の
連
絡
調
整
を
密
接
に
行
い
、
住
民
の
避
難
に
万
全
を
期
す
こ
と
、
水
門
を
閉
鎖
す
る
な
ど
被
害
を
最
小
限
と
す
る
た
め
の

対
策
に
万
全
を
期
す
こ
と
、
津
波
に
よ
る
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
被
災
地
域
に
お
け
る
被
害
情
報
の
収
集
及

び
被
災
者
の
救
出
・
救
助
に
全
力
を
挙
げ
る
こ
と
、
関
係
す
る
在
外
公
館
と
の
連
絡
を
密
接
に
行
い
、
在
留
邦
人
の
安
否
確

認
に
努
め
る
こ
と
並
び
に
引
き
続
き
地
方
公
共
団
体
と
の
的
確
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
関
係
省
庁
の
連
携
を
密
に
し
、

政
府
一
体
と
な
っ
て
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

中
井
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
防
災
）
、
大
島
内
閣
府
副
大
臣
及
び
泉
内
閣
府
大
臣
政
務
官
の
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
へ
の

登
庁
時
刻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
十
二
時
十
五
分
頃
、
同
日
十
一
時
五
分
頃
及
び
同
日
十
四
時
五
十

三
分
頃
で
あ
る
。

二



お
尋
ね
の
対
応
策
と
し
て
は
、
関
係
省
庁
が
一
体
と
な
っ
て
対
応
す
る
よ
う
各
省
庁
の
取
組
状
況
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、

甚
大
な
被
害
が
発
生
し
た
場
合
の
迅
速
な
政
府
調
査
団
の
派
遣
に
備
え
津
波
や
住
民
の
避
難
等
の
状
況
把
握
に
努
め
た
。
ま

た
、
津
波
、
避
難
及
び
被
害
の
状
況
並
び
に
政
府
の
主
な
対
応
を
取
り
ま
と
め
、
国
民
へ
の
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

「
緊
急
事
態
発
生
時
に
お
け
る
閣
僚
の
参
集
等
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
閣
議
了
解
。
以
下

「
閣
議
了
解
」
と
い
う
。
）
を
踏
ま
え
て
北
澤
防
衛
大
臣
の
代
理
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
榛
葉
防
衛
副
大
臣
が
北
澤
防
衛

大
臣
の
指
示
に
よ
り
登
庁
し
た
時
刻
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
十
時
三
十
分
頃
で
あ
る
。
北
澤
防
衛
大
臣
、
長
島

防
衛
大
臣
政
務
官
及
び
楠
田
防
衛
大
臣
政
務
官
は
、
同
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
は
登
庁
し
て
い
な
い
が
、
適
宜
状
況
の

報
告
を
受
け
、
必
要
な
対
応
を
と
れ
る
態
勢
を
と
っ
て
い
た
。

お
尋
ね
の
対
応
策
と
し
て
は
、
太
平
洋
岸
を
中
心
と
し
た
関
係
都
県
及
び
市
等
に
連
絡
員
を
派
遣
し
て
連
携
を
図
る
と
と

も
に
、
航
空
機
等
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
を
行
っ
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

前
原
国
土
交
通
大
臣
及
び
閣
議
了
解
を
踏
ま
え
て
前
原
国
土
交
通
大
臣
の
代
理
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
藤
本
国
土
交
通

三



大
臣
政
務
官
の
登
庁
時
刻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
十
八
時
三
十
分
頃
及
び
同
日
十
二
時
頃
で
あ
る
。

馬
淵
国
土
交
通
副
大
臣
、
辻
元
国
土
交
通
副
大
臣
、
長
安
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
及
び
三
日
月
国
土
交
通
大
臣
政
務
官
は
、

同
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
は
登
庁
し
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
対
応
策
と
し
て
は
、
国
土
交
通
本
省
、
気
象
庁
、
海
上
保
安
庁
、
地
方
整
備
局
、
地
方
運
輸
局
、
国
土
地
理
院

等
に
お
い
て
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
津
波
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
地
域
の
河
川
、
海
岸
、
港
湾
、
道
路

等
に
お
い
て
水
門
の
閉
鎖
、
道
路
の
通
行
止
め
等
を
行
っ
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

原
口
総
務
大
臣
及
び
閣
議
了
解
を
踏
ま
え
て
原
口
総
務
大
臣
の
代
理
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
た
渡
辺
総
務
副
大
臣
の
登
庁

時
刻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
八
日
十
三
時
二
十
三
分
頃
及
び
同
日
十
時
三
十
分
頃
で
あ
る
。
内
藤
総
務
副

大
臣
、
長
谷
川
総
務
大
臣
政
務
官
、
小
川
総
務
大
臣
政
務
官
及
び
階
総
務
大
臣
政
務
官
は
、
同
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日

は
登
庁
し
て
い
な
い
。

お
尋
ね
の
対
応
策
と
し
て
は
、
全
国
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
情
報
収
集
・
連
絡
体
制
を
確
保
し
速
や
か
に
対
応
状
況

等
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
住
民
へ
の
広
報
及
び
避
難
支
援
等
に
万
全
を
期
す
よ
う
、
気
象
情
報
の
変
化
等
に
応
じ
要
請
を

四



行
っ
た
。

三
の
�
に
つ
い
て

長
妻
厚
生
労
働
大
臣
、
細
川
厚
生
労
働
副
大
臣
、
長
浜
厚
生
労
働
副
大
臣
、
山
井
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官
及
び
足
立
厚
生

労
働
大
臣
政
務
官
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
七
日
及
び
二
十
八
日
は
登
庁
し
て
い
な
い
。
な
お
、
長
妻
厚
生
労
働
大
臣

は
、
状
況
に
応
じ
必
要
が
あ
れ
ば
直
ち
に
登
庁
し
得
る
態
勢
を
と
っ
て
い
た
。

お
尋
ね
の
対
応
策
と
し
て
は
、
青
森
県
、
岩
手
県
及
び
宮
城
県
に
対
し
て
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
の
待
機
及
び
入
院
患
者

等
の
避
難
に
係
る
情
報
の
収
集
を
要
請
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
等
の
地
方
公
共
団
体
及
び
医
療
機
関
等
に
対
し
て
広
域

災
害
緊
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
警
戒
を
呼
び
掛
け
た
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
一
に
つ
い
て
か
ら
三
の
�
に
つ
い
て
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
迅
速
な
初
動
対
処
体
制
を
と
る
と
と
も

に
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
て
情
報
の
提
供
等
の
対
策
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
市
町
村
の
指
示
ど
お
り
に
避
難
し

た
者
が
少
な
か
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
今
後
、
今
般
の
避
難
の
実
態
を
十
分
に
検
証
し
、
津
波
警
報
等
の

津
波
情
報
の
的
確
な
提
供
や
避
難
行
動
の
普
及
啓
発
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
て
改
善
し
、
津
波
に
よ
る
被
害
の

五



軽
減
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

六


